
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

二

六

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
二
六
号

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
へ
の
予
算
の
透
明
性
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
へ
の
予
算
の
透
明
性
等
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
範
囲
で
は
、
平
成
六
年
度
以
降
、
伊
藤
氏
以
外
に
株
式
会
社
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ツ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｉ
」
と
い
う
。
）
に
再
就
職
し
た
者
は
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

内
閣
府
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
範
囲
で
は
、
平
成
十
三
年
一
月
の
内
閣
府
発
足
以
降
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
に
再
就
職
し
た
者
は
い

な
い
が
、
内
閣
府
発
足
前
の
平
成
九
年
度
に
、
退
職
前
の
官
職
が
旧
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
審
議
官
で
あ
る
山
川
英
明
が

Ｐ
Ｃ
Ｉ
に
再
就
職
し
て
い
た
。

三
に
つ
い
て

内
閣
府
に
お
い
て
は
、
本
年
度
、
中
国
に
お
い
て
遺
棄
化
学
兵
器
を
廃
棄
処
理
す
る
事
業
（
以
下
「
処
理
事
業
」
と
い

う
。
）
の
実
施
の
た
め
、
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
、
中
国
各
地
域
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
遺
棄
化
学
兵

器
の
発
掘
回
収
及
び
ハ
ル
バ
嶺
遺
棄
化
学
兵
器
等
の
試
掘
調
査
等
業
務
の
た
め
に
株
式
会
社
シ
ー
ソ
ッ
ク
と
、
処
理
事
業
の

一



映
像
記
録
作
成
業
務
の
た
め
に
株
式
会
社
キ
ノ
ッ
ク
ス
と
、
そ
れ
ぞ
れ
契
約
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
（
平
成
九
年
条
約
第
三
号
）
第
二
条
�

に
お
い
て
は
、
「
遺
棄
化
学
兵
器
」
と
は
、
千
九
百
二
十
五
年
一
月
一
日
以
降
に
い
ず
れ
か
の
国
が
他
の
国
の
領
域
内
に
当

該
他
の
国
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
遺
棄
し
た
化
学
兵
器
を
い
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
は
、
同
条
約
に
従
い
、

遺
棄
化
学
兵
器
を
廃
棄
す
る
義
務
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

処
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
及
び
調
達
業
務
を
一
体
的
に
処
理
す
る
株
式
会
社
遺
棄
化
学
兵
器
処

理
機
構
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
四
年
が
経
過
し
、
内
閣
府
に
お
い
て
は
、
処
理
事
業
の
実
施
に
必
要
な
知
見
等
が
蓄
積
さ
れ
、

新
た
な
処
理
事
業
の
実
施
体
制
を
と
る
こ
と
が
可
能
か
つ
適
切
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
本
年
度
か
ら
処
理
事
業
に
関
す
る

各
種
の
調
達
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
た
上
で
業
者
を
選
定
し
、
内
閣
府
が
直
接
的
に
事
業
実
施
の

全
般
に
わ
た
る
適
正
な
執
行
を
監
督
す
る
体
制
を
強
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
業
全
般
に
関
し
有
識
者
か
ら
幅

広
く
意
見
と
助
言
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
直
し
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な

二



っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


